
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

 

○経緯 

経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成３０年６月１５日閣議決定）におい

て、「高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病

予防、就労・社会参加支援を都道府県等と検討しつつ市町村が一体的に実施する仕組

みを検討するとともに、インセンティブを活用することにより、健康寿命の地域間格

差を解消することを目指す」とされたことを踏まえ、厚生労働省は、平成３０年９月

に有識者会議を立ち上げ、１２月に報告書をとりまとめた。 

 

○保健事業と介護予防の現状と課題 

保健事業については、本人の特性や状況に対応した切れ目のない支援を行うことが

望ましいが、現制度においては、７５歳になるとそれまで加入していた国民健康保険

制度等から後期高齢者医療制度の被保険者に異動することになり、保険者間の断絶が

生じているため、取組を接続させていく必要がある。 

また、介護予防においては、保健医療の視点を取り入れている事例は少なく、こう

した視点からの取組を進めることが必要である。 

さらに、高齢者の特性を踏まえた健康支援として、今後、フレイル（虚弱）対策を

推進する必要があり、栄養、運動、社会参加の観点から取組を検討しなければならな

い。社会参加という面では、保健事業と介護予防の地域支援事業等との連携も必要で

ある。 

 

○一体的実施についての方向性 

・市町村が中心となって、後期高齢者などを対象に介護保険の地域支援事業と後期高

齢者医療広域連合の保健事業を一体的に実施する。 

・具体的には、健康づくり教室などの通いの場で、保健師等の医療専門職が関与し、

保健医療の視点から受診勧奨を行うなど、フレイル対策、疾病予防といった高齢者

の特性に応じたサービスに結びつける。 

・経費は、広域連合が高齢者の保険料と特別調整交付金を財源として、市町村に交付

する。 

・２０２０年度からの本格実施を予定しており、健康保険法等一部改正案が次期通常

国会に提出予定である。 



高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について（スキーム図）
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○保健事業の指針に
おいて、一体的実施
の方向性を明示。

○具体的な支援メニュー
をガイドライン等で提示。

○特別調整交付金の交付、
先進事例に係る支援。

○広域計画に、広域連合
と市町村の連携内容を
規定。

○データヘルス計画に、
事業の方向性を整理。

○専門職の人件費等の
費用を交付。

○広域計画等を踏まえ、事業実施計画を作成。

○市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業
との一体的な取組を実施。

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への
参画、支援メニューの改善 等

○広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求め
ることができる。

○地域ケア会議も活用。

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等

高齢者の心身に関する多様な課題に対応するため、後期高齢者の保健事業について、広域連合と市町村

の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に

実施する。

国保中央会
国保連合会

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等

必要な援助

事業の一部を民間
機関に委託できる。

＜市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施＞

都道府県への
報告・相談

三師会等の
医療関係団体

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等

（市町村は事業の
実施状況を把握、
検証）



市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について（イメージ図）

疾病予防・
重症化予防

生活機能の改善高齢者

※フレイルのおそれ
のある高齢者全体
を支援。

保健事業
介護予防の事業等

医療・介護データ解析

④多様な課題を抱える高齢者や、
閉じこもりがちで健康状態の不明
な高齢者を把握し、アウトリーチ
支援等を通じて、必要な医療サー
ビスに接続。

②高齢者一人ひとりの医療・介護等の情報を一括把握
③地域の健康課題を整理・分析

かかりつけ医等

⑥社会参加を含む
フレイル対策を
視野に入れた取
組へ。

⑧通いの場への参加勧奨や、事業内容
全体等への助言を実施。

①事業全体のコーディネートや
データ分析・通いの場への積極
的関与等を行うため、市町村が、
地域に保健師、管理栄養士、歯
科衛生士等の医療専門職を配置

⑦医療専門職が、
通いの場等にも
積極的に関与

⑤国民健康保険と後期高齢者
医療制度の保健事業を接続。

⑨民間機関の連携等、通い
の場の大幅な拡充や、個
人のインセンティブとな
るポイント制度等を活用

国保中央会・国保連が分
析マニュアル作成・市町
村職員への研修等を実施。

要介護
認定

介護
レセ

フレイル
状態の
チェック

⑩通いの場に、保健医療の視点からの支援
が積極的に加わることで、

・通いの場や住民主体の支援の場で、専門
職による健康相談等を受けられる。

・ショッピングセンターなどの生活拠点等
を含め、日常的に健康づくりを意識でき
る魅力的な取組に参加できる。

・フレイル状態にある者等を、適切に医療
サービスに接続。

特定
健診

医療
レセ

市町村が一体的に実施

経費は広域連合が交付
(保険料財源＋
特別調整交付金)
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被用者保険の保健事業
（健保組合、協会けんぽ）

○健康診査のみの実施が
ほとんど
○一部、重症化予防に向けた
個別指導等も実施

後期高齢者広域連合の
保健事業

（広域連合。市町村に委託・補助）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策等）

保険者により、糖尿病性腎症の患者等に対して、医療機関と連携
した受診勧奨・保健指導等の実施。

○健康経営の取組
・ 保険者と事業主が連携した受動喫煙対策や職場の動線を利用し
た健康づくりの実施。

・ 加入者の健康状態や医療費等を見える化した健康スコアリング
レポート等の活用。

国民健康保険の
保健事業（市町村）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策
等）
・ 保険者により、糖尿病性
腎症の患者等に対して、
医療機関と連携した受診
勧奨・保健指導等の実施。

○市町村独自の健康増進
事業等と連携した取組

７５歳退職等

６５歳

○一般介護予防事業（住民主体の通いの場）
○介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス（配食
等）、生活予防支援事業（ケアマネジメント）

介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業等（市町村）

国保と後期高齢者の
保健事業の接続の必要性
（現状は、７５歳で断絶）

○フレイル状態に着目した
疾病予防の取組の必要性
（運動、口腔、栄養、社会参加
等のアプローチ）

保健事業と介護予防の
一体的な実施（データ分析、
事業のコーディネート等）

→保健事業との連携による支援メニューの充実の必要性

保健事業と介護予防の現状と課題（イメージ）


